
第２３期香川海区漁業調整委員会 委員募集要項 

１ 募集人数 

１５人 

うち１０人  漁業者委員（香川県内に住所又は事業所を有する漁業者又は漁業従事者※） 

       学識委員（資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者） 

   ５人  

       中立委員（海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に利害関係を有しない者） 

※１年に９０日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水

産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。 

 

２ 任期 

令和７年４月１日から令和１１年３月３１日までの４年間 

 

３ 主な職務内容 

 海区漁業調整委員会は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第1 8 0条の５第２項の規定により

設置が義務付けられている行政委員会であり、漁業全般に関する事項を処理します。 

 海区漁業調整委員会の所掌としては主に以下の項目があります。 

・香川県資源管理方針に関する答申 

・海区漁場計画、漁業権の免許、漁業調整規則の制定等に関する答申 

・漁業許可の基準に関する答申 

・漁場の使用、水産動植物の採捕等に関する制限又は禁止等の指示 など 

 

４ 委員報酬 

 日額と月額の併用 

   日額２８，０００円（会長にあっては３０，０００円） 

月額１０，０００円（会長にあっては１２，０００円） 

 

５ 募集方法（推薦と応募） 

(１) 推薦 漁業者又は漁業者が組織する団体その他の関係者が推薦をする方法 

(２) 応募 自らが委員に応募をする方法 

 

６ 推薦を受ける者及び応募をする者の資格  

漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行

うことができる者とし、海区委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とし

ます。 

(１) 香川県に住所又は事業所を有する者。ただし、学識委員及び中立委員にあっては、特別の

事情があるときはこの限りではない。 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でない

もの 



ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 

①年齢満 18 歳未満の者 

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

 

７ 提出書類 

所定の様式に必要事項を記入の上、香川県農政水産部水産課まで持参又は郵送若しくは電磁的方

法により提出して下さい。 

 (１) 推薦の場合の提出書類（第１号様式から第６号様式までのいずれか及び第７号様式） 

【第１号様式】香川海区漁業調整委員会委員（漁業者委員）推薦書（個人推薦用） 

【第２号様式】香川海区漁業調整委員会委員（学識委員）推薦書（個人推薦用） 

【第３号様式】香川海区漁業調整委員会委員（中立委員）推薦書（個人推薦用） 

【第４号様式】香川海区漁業調整委員会委員（漁業者委員）推薦書（法人・団体推薦用） 

【第５号様式】香川海区漁業調整委員会委員（学識委員）推薦書（法人・団体推薦用） 

【第６号様式】香川海区漁業調整委員会委員（中立委員）推薦書（法人・団体推薦用） 

【第７号様式】香川海区漁業調整委員推薦承諾書 

(２) 応募の場合の提出書類（第８号様式から第10号様式までのいずれか） 

【第８号様式】香川海区漁業調整委員会委員（漁業者委員）応募申込書 

【第９号様式】香川海区漁業調整委員会委員（学識委員）応募申込書 

【第10号様式】香川海区漁業調整委員会委員（中立委員）応募申込書 

    ※各様式は県水産課ホームページでダウンロード可能 

  

８ 受付期間 

令和６年９月 17 日（火）から同年 10 月 16 日（水）午後５時まで（必着） 

 

９ 推薦及び応募の際の注意事項 

(１) 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第1 3 9条第２項及び漁業法施行規則（令和２年農林水産

省令第 47号）第 45条の規定に基づき、住所を除いた推薦及び応募の書面の記載事項について

は、県水産課ホームページにより推薦及び募集の期間中及び終了後において公表しますのであ

らかじめご了承ください。 

(２) 公表予定日 

【中間経過】令和６年 10月３日（木） 

【最終結果】令和６年 10月 17 日（木） 

 

10 候補者の選考について 

(１) 提出された書類をもとに、委員候補者選定委員会を開催し、選定基準に基づき評価し、公

正に選出します。 

 

(２) 次期香川海区漁業調整委員の候補者となった場合、令和７年２月県議会定例会に任命の同



意議案及び参考資料（氏名・生年月日・本籍・現住所・学歴・職歴等を記載したもの）が提出

されます。 

 

11 その他の注意事項等 

(１) 提出された書類等は返却しません。 

(２) 推薦・応募に係る経費は、推薦者及び応募者の負担となります。 

(３) 海区委員と兼職を禁止されている職にある者（教育委員等）で、任命予定日以降その職を

辞する意思が無い者は次期香川海区漁業調整委員の候補者としませんのでご留意下さい。 

(４) 提出書類に記入された事項の確認を行うため、必要に応じて調査を行う場合があります。 

(５) 次期香川海区漁業調整委員の候補者となった場合、経歴事項（氏名・生年月日・本籍・現

住所・学歴・職歴等を記載したもの）、経歴事項が確認できる書類の写し及び顔写真を別途提

出していただきます。 

(６) 経歴事項（氏名・生年月日・本籍・現住所・学歴・職歴等を記載したもの）は、議会の参

考資料として公表されます。また、顔写真は、ホームページへの掲載や報道機関等への提供を

行う場合があります。 

 

12 推薦・応募に係る書類の提出先及び問合せ先 

〒760－8570 

香川県高松市番町四丁目１番 10 号 

香川県農政水産部水産課漁業調整室資源管理グループ 

（香川県庁本館 18階） 

TEL 087-832-3477（直通）  

県水産課ホームページ https://www.pref.kagawa.lg.jp/suisan/ 


